
民間事業者等との連携による
ワンストップ・伴走支援型空家の相談窓口

の設置の状況

資料2-1



1趣旨１

■趣旨
「第３期横浜市空家等対策計画」記載の具体的な施策
「ワンストップで継続的な支援ができる相談体制の強化」の取組

専門相談員が相談を受け、空家等の最適な処分方法や活用プラン等の提案、業者の
紹介・斡旋やマッチングまでを伴走支援する新たな相談窓口を設置

■設置方法

■背景
・空家の総合案内窓口と専門家団体による相談窓口という体制だけでは、空家所有
者等から寄せられる相談に対しワンストップで継続的な支援ができていない。

・横浜市では一戸建ての住宅に居住する高齢者のみ世帯が依然増加しており、今後、
空家等に関する相談需要が増加することが見込まれる。

民間事業者等の公募・選定
公募型プロポーザル

1事業者を選定
連携協定の締結

令和10年3月31まで
相談窓口開設

３年間で効果検証
協定の継続を協議



2相談窓口の概要２
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■相談窓口のフロー

具体の提案や事業者等の紹介を希望する場合

連携事業者単独で対応可能な軽微な相談の場合

・市内にある空家の所有者、管理者、その親族
・今後空家化が見込まれる市内の住宅の所有者、その親族
※一戸建を基本とする

■相談対象者・対象とする相談内容
相談対象者

・所有、管理する空家に係る相談全般
・空家化の予防に係る相談全般

相談内容

契約後は相談者に費用発生協力事業者等の選定までは相談者に費用負担なし



3相談窓口の概要３

■民間事業者等に求める役割

窓口の設置及び運営 協⼒事業者等の募集、審査・登録

市との連絡調整 窓口の広報及び普及啓発活動

■予算措置・相談者の費用負担

・本市における予算措置はなし。
・本事業に要する費用（窓口開設費、運営費、人件費等）については、連携事業者
が全て負担する。

・相談に伴う相談者の費用負担は無料とする。ただし、相談の結果、相談者が具体
の業務を協力事業者等に依頼する場合は、必要な費用を相談者の負担とすること
を可とする。

・協力事業者等の登録にあたっての登録料や相談者と協力事業者等間で契約が成立
した際の手数料を協力事業者等から徴収することは可とする。



4 選定スケジュール４

時期 内容

令和７年 ４月 22日 （火） 募集要項等公表

５月 21日 （水） 参加意向申出書・資格審査書類提出締切

６月 ６日 （金） 提案資格確認結果通知
提案書提出要請書送付

６月 13日 （金） 質問・事前相談受付締切

６月 27日 （金） 質問回答

７月 22日 （火） 提案書受付締切

８月 19日 （火） 一次評価（書面）

８月 下旬 （予定） 一次評価選定結果通知

９月 下旬 （予定） 二次評価（プレゼンテーション）開催

10月 下旬 （予定） 二次評価選定結果通知
連携事業者選定・評価選定結果公表

12月 以降 （予定） 協定締結

令和８年 1月 以降 （予定） 相談窓口開設（協議による）

■スケジュール■評価選定委員会

名 称 横浜市ワンストップ・伴走支援型空家の相談窓口
評価選定委員会

構 成

委員長 建築局総務部長

副委員長
建築局住宅部長

建築局建築指導部長

委員

建築局企画課長

建築局総務課長

建築局住宅政策課長

建築局住宅政策課担当課長

建築局建築指導課建築安全担当課長

評価方法と視点

評価方法
一次評価（書面） 原則上位２者を選定

二次評価（プレゼンテーション） 協定先１者を選定

視点

実施体制 実績 理解度

妥当性・有効性 実現性 経常状況

情報セキュリティ 信頼性 取組意欲

いまココ
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